
令和５年度 

山口県福祉サービス運営適正化委員会事業報告書（概要） 

〔本会議・運営監視部会〕 

１ 山口県福祉サービス運営適正化委員会等の開催状況 

（１）福祉サービス運営適正化委員会本会議（開催回数：１回） 

開催日 
出席 

委員数 
議  題 

６月１２日 １６人 

① 令和４年度事業報告について 

② 令和５年度事業計画について 

③ その他 

全社協「運営適正化委員会事業のあり方に関する検討会」報告書

について 

 

（２）運営監視部会（開催回数：４回） 

福祉サービス利用援助事業の実施主体である県社会福祉協議会が行う事業の

透明性、公正性を担保し、事業の適正な運営を確保するため、定期的に業務実施

状況・事業運営推進計画等について報告を受け、事業全般の監視を行った。 

開 催 日 

（開催回数） 

出席 

委員数 
議  題 

６月１２日 

(第９７回) 

 

 ８人 

① 山口県日常生活自立支援事業の実施状況について 

② 契約締結審査会（令和５年１月～３月）及び事務局審査

会の審査結果について 

③ 令和５年度日常生活自立支援事業等実施状況調査の結果

について 

④ 令和５年度現地調査（委員会）の調査内容等について 

９月１４日 

(第９８回) 

 

 ８人 

① 山口県日常生活自立支援事業の実施状況について 

② 契約締結審査会（令和５年４月～６月）及び事務局審査

会の開催状況及び審査結果について 

③ 令和５年度 現物調査（県社協）の進捗状況について 

④ 令和５年度 運営適正化委員会現地調査（１０市町社協） 

の実施について 

１２月２２日 

(第９９回) 
９人 

① 山口県日常生活自立支援事業の実施状況について 

② 契約締結審査会（令和５年７月～９月）及び事務局審査会

の開催状況及び審査結果について 

③ 令和５年度 現物調査（県社協）の実施状況について 

④ 令和５年度 現地調査（委員会）の実施状況について 



３月６日 

(第１００回) 
８人 

① 山口県日常生活自立支援事業の実施状況について 

② 契約締結審査会（令和５年１０月～１２月）の開催状況

及び審査結果について 

③ 令和６年度山口県日常生活自立支援事業 事業計画

（案）について 

④ 令和６年度山口県福祉サービス運営適正化委員会事業計

画（案）について 

   

２ 調査実施状況 

社 協 名 実 施 日 担 当 委 員 
実利用者数 

R5年9月30

日現在（人） 

山陽小野田市社会福祉協議会 1 0 月  3 日 （ 火 ） 佐伯 映子 委員 63 

和 木 町 社 会 福 祉 協 議 会 1 0 月  5 日 （ 木 ） 髙橋 俊文 委員 0 

上 関 町 社 会 福 祉 協 議 会 1 0 月  6 日 （ 金 ） 大窪 正行 委員 10 

平 生 町 社 会 福 祉 協 議 会 1 0 月 1 2 日 （ 木 ） 池田 朝子 委員 4 

田 布施 町社 会福 祉協 議 会 1 0 月 1 7 日 （ 火 ） 古川 英希 委員 19 

宇 部 市 社 会 福 祉 協 議 会 1 0 月 1 8 日 （ 水 ） 津田 安史 委員 190 

阿 武 町 社 会 福 祉 協 議 会 1 0 月 2 3 日 （ 月 ） 宮川 芳恵 委員 12 

下 関 市 社 会 福 祉 協 議 会 1 1 月  7 日 （ 火 ） 板村 憲作 委員 152 

長 門 市 社 会 福 祉 協 議 会 1 1 月  2 2 日（水） 草平 武志 委員 34 

萩 市 社 会 福 祉 協 議 会 1 1 月  2 4 日（金） 中 浩司 委員 108 

 

◇ 現地調査結果 

（１）日常生活自立支援実施体制について 

 この度調査を行った社協について、９月３０日現在の定点調査で、日常生活自

立支援事業の利用者が一番多かったのは、宇部市社協で１９０人、一番少ないの

は、和木町社協で０人であった。 

（２）日常的金銭管理サービス 

ア 全ての社協の本部・本所において、払出前の複数職員でのチェックが行われ

ていたが、一部の支部・支所では、実施できていないところもあった。 

イ 支援後の第三者による金銭管理授受簿等の確認については、８社協では支援  

終了の都度実施し、２社協においては一定期間まとめて確認をしていた。 

ウ 利用者のいる各社協において、年１回以上内部での検査を実施していたが、 

 一部の社協では実施されていないところがあった。 

（３）書類等預かりサービスについて 



   一部の社協では金庫開錠の決裁や検査が実施されていないところがあった。 

（４）契約ケースの援助状況について 

ア  各社協において概ね適正に実施されていた。病院や施設によっては新型コロ

ナウィルス感染症予防対策が継続中であり、利用者本人と会うことができて

いないケースもあった。 

イ 支援計画の主な変更理由は、支援回数や支援額の変更、書類等預かりサービ

ス追加などである。 

（５）成年後見制度への移行について 

社協にて成年後見制度への移行が必要と判断される案件はそれぞれあるが、

申立て費用や後見報酬の問題、首長申立のハードルが高く移行が進まないと言

った回答があった。 

（６）専門員の業務等について 

ア 専門員の対応の限界を超える契約件数となっており、初回相談後、順番待ち

の利用希望者がいる社協もあった。 

イ 新型コロナウィルス感染症予防対策の影響で、病院や施設での面会禁止が続

いており、３か月間一度も社協職員が面会できていない利用者も多くいた。 

ウ 専門員の業務負担として「金融機関に関する手続き」があり、窓口の対応時

間変更や、硬貨５０枚以上の取り扱いに対する手数料発生等により、専門員の

負担が増えている。また、初回相談を受けてからの生活状況の把握、臨時支援

への対応、契約後に発生したニーズの解決などがあった。 

（７）その他 

ア キャッシュレス決済により利用者本人による計画以上の払い出しが可能と

なったため、社協として利用者の支出が把握できない問題が生じている。 

イ 弁護士等の専門家と顧問契約をしているところは４社協。契約はしていない 

が相談できる専門家がいるという社協もあった。 

ウ 利用者の多い社協から、県内で共通する本事業の統一システムの導入の希望 

があった。 

エ 生活支援員等の確保について「次世代を担う人材がいない」と回答されると

ことがある一方で、「社協だよりに掲載したところ、元施設職員や元ヘルパーな

どから応募があり、確保できている」と回答されるところもあった。（社協職員

が生活支援員を兼務しているところもあったが、人材の確保は課題である。） 

 

 


